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少数株主保護に関する上場制度の見直し等に伴う「上場有価証券の発行者の 

会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部改正について 

 

本所は、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部改正を

行い、２０２６年７月１０日から施行します。（詳細については規則改正新旧対照表をご覧

ください。）。 

今回の改正は、少数株主を意識した経営を促すとともに、少数株主保護において中心的な

役割を果たす独立社外取締役の独立性・実効性向上を図る観点から、取締役選任議案に対す

る少数株主の賛否割合等の開示の義務化、独立役員の独立性基準の拡充や開示の見直し、そ

の他所要の改正を行うものです。 

 

Ⅰ．改正概要  

１．少数株主の賛成割合等の開示 

① 対象企業 

・株主総会の基準日時点で、以下に該当する上場会社が対象で

す。 

➢ 親会社を有する会社  

➢ ４０％以上の議決権を保有するその他の関係会社を有す

る会社 

➢ 主要株主であって、当該主要株主と次に掲げる者の保有

分を合わせて、４０％以上の議決権を保有する株主を有

する会社 

- 当該主要株主の近親者 

- 当該主要株主及び近親者が議決権の過半を保有する

会社等（資産管理会社等） 

 

 

・上場有価証券の発

行者の会社情報の

適時開示等に関す

る規則（以下、「適時

開示規則」という。）

第２条の２第１項、

同規則取扱い３．

（１） 

② 開示の時期及び内容 

・ 株主総会における取締役の選任議案（会社提案議案に限りま

す）に関して、以下の開示を行うものとします。 

 

（ａ）株主総会後、遅滞なく ・適時開示規則第２



・株主総会後遅滞なく、以下の内容について開示するものとし

ます。 

➢ 各取締役の選任議案に対する少数株主の賛成、反対及び

棄権の議決権の数、賛成割合 

➢ 少数株主から除外した４０％*以上の議決権を保有する

大株主等の概要 

 

条の２第１項第１

号及び第２号、同規

則取扱い３． 

・少数株主の５０％超の賛成票が得られなかった議案があった

場合、以下の内容についても併せて開示するものとします。 

➢ 少数株主の反対理由の把握に向けた取締役会における対

応方針 

 

・適時開示規則第２

条の２第１項第３

号 

  （ｂ）株主総会後６か月以内 

・（ａ）において少数株主の５０％超の賛成票が得られなかっ

た議案があった旨を開示している場合、当該株主総会後６

か月以内に、以下の内容について開示するものとします。 

➢ 少数株主の反対理由の把握に向けた取締役会における

対応方針の実施状況（株主との対話の実施状況など） 

➢ 少数株主から得られた反対理由の概要 

➢ 追加的な施策の必要性、施策の内容 

 

・適時開示規則第２

条の２第２項 

２．独立役員の独立性基準の拡充・開示の見直し 

 ① 独立性基準の拡充 

（ａ）主要株主 

・以下に該当する場合、独立役員の要件を満たさないものと

します。 

➢ 上場会社の主要株主及びその近親者 

➢ 上場会社の主要株主の業務執行者に該当する者若しく

は最近において該当していた者及びその近親者 

➢ 上場会社が主要株主である者の業務執行者に該当する

者若しくは最近において該当していた者及びその近親

者 

 

（ｂ）その他 

・以下に該当する場合、独立役員の要件を満たさないものと

します。 

➢ 上場会社の親会社の監査役に、過去１０年以内におい

て該当していた社外取締役及びその近親者 

 

・企業行動規範に関

する規則の取扱い

６．（２）ｄ 

 

 

 

 

・企業行動規範に関

する規則の取扱い

６．（２）ｄ 



 

Ⅱ．施行日 

 ・２０２６年７月１０日から施行します。 

・１．に関しては、２０２６年１２月１日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日

から適用します。 

 （当該適用日以降に開催される株主総会で決議された取締役選任議案から適用します。） 

・２．に関しては、２０２６年１２月１日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日

の翌日から適用します。 

（当該適用日以降に在任する社外取締役及び社外監査役に対して適用します。） 

 

以 上 

 

➢ 上場会社の親会社の会計参与に、過去１０年以内にお

いて該当していた社外取締役又は社外監査役及びその

近親者 

 

② 属性情報の記載の拡充 

・以下に該当する社外取締役及び社外監査役について、独立役

員届出書等において、該当状況及びその概要の記載を求める

ものとします。 

➢ 上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の

業務執行者に該当する者若しくは過去１０年以内におい

て該当していた者 

➢ 上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の

業務執行者に該当する者若しくは過去１０年以内におい

て該当していた者 

 

・適時開示規則取扱

い４．の３等 

３．その他 

 ・その他所要の改正を行います。 

 

  



「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部改正新旧対照表 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該

当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号

に掲げる事実にあっては、本所が定める基準

に該当するものその他の投資者の投資判断に

及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるもの

を除く。）は、本所が定めるところにより、直

ちにその内容を開示しなければならない。 

第２条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、本所が定める基準に該当

するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと本所が認めるものを除く。）

は、本所が定めるところにより、直ちにその内

容を開示しなければならない。 

 （１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

に掲げる事項を行うことについての決定をし

た場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

 （１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

に掲げる事項を行うことについての決定をし

た場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

  ａ～ａａ （略）   ａ～ａａ （略） 

  ａｂ 削除   ａｂ 特定債務等の調整の促進のための特定

調停に関する法律（平成１１年法律第１５

８号）に基づく特定調停手続による調停の

申立て 

  ａｃ～ａｍ （略）   ａｃ～ａｍ （略） 

 （２） 次に掲げる事実が発生した場合  （２） 次に掲げる事実が発生した場合 

  ａ～ｍ （略）   ａ～ｍ （略） 

  ｍの２ 円滑な事業再生を図るための事業

者の金融機関等に対する債務の調整の手

続等に関する法律（令和７年法律第６７

号）に基づく対象債権者集会における権利

変更議案の決議が、議決権者の全ての同意

により成立したこと又は同法第２７条第

１項に基づき裁判所の認可の決定により

成立したこと。 

  （新設） 

  ｎ～ｗ （略）   ｎ～ｗ （略） 

 （３）～（７） （略）  （３）～（７） （略） 

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては本所が定める基

準に該当するものその他の投資者の投資判断

２ 上場会社は、その子会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては本所が定める基準

に該当するものその他の投資者の投資判断に及
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に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるも

のを、第２号の２ａに定める法第１６６条第２

項第５号に掲げる事項及び第２号の２ｂに定

める法第１６６条第２項第６号に掲げる事実

にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして取引規制府令で定める基準

に該当するものを除く。）は本所が定めるとこ

ろにより、直ちにその内容を開示しなければな

らない。 

ぼす影響が軽微なものと本所が認めるものを、

第２号の２ａに定める法第１６６条第２項第５

号に掲げる事項及び第２号の２ｂに定める法第

１６６条第２項第６号に掲げる事実にあっては

投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと

して取引規制府令で定める基準に該当するもの

を除く。）は本所が定めるところにより、直ちに

その内容を開示しなければならない。 

 （１） 上場会社の子会社の業務執行を決定す

る機関が、当該子会社について次に掲げる

事項を行うことについての決定をした場

合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

 （１） 上場会社の子会社の業務執行を決定す

る機関が、当該子会社について次に掲げる

事項を行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。） 

  ａ～ｐ （略）   ａ～ｐ （略） 

  ｑ 削除   ｑ 特定債務等の調整の促進のための特定調

停に関する法律に基づく特定調停手続によ

る調停の申立て 

  ｒ～ｔ （略）   ｒ～ｔ （略） 

 （２） 上場会社の子会社に次に掲げる事実が

発生した場合 

 （２） 上場会社の子会社に次に掲げる事実が

発生した場合 

  ａ～ｊ （略）   ａ～ｊ （略） 

ｊの２ 円滑な事業再生を図るための事業

者の金融機関等に対する債務の調整の手

続等に関する法律に基づく対象債権者集

会における権利変更議案の決議が、議決権

者の全ての同意により成立したこと又は

同法第２７条第１項に基づき裁判所の認

可の決定により成立したこと。 

  （新設） 

ｋ～ｎ （略）   ｋ～ｎ （略） 

 （２）の２ （略）  （２）の２ （略） 

３～１４ （略） ３～１４ （略） 

  

（少数株主の賛成割合等の開示） （新設） 

第２条の２ ４０％以上の議決権を保有する者

として本所が定める株主を有する上場会社は、
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株主総会において取締役の選任議案（会社提案

議案に限る。）が決議された場合、次の各号に掲

げる事項を遅滞なく開示しなければならない。 

 （１） 各取締役の選任議案に対する少数株主

（本所が定める株主をいう。以下この条にお

いて同じ。）の賛成、反対及び棄権の意思の表

示に係る議決権の数並びに賛成の意思の表

示に係る議決権の割合 

 

 （２） ４０％以上の議決権を保有する者とし

て本所が定める株主（本所が定めるところに

より議決権を合算する株主を含む。）の概要 

 

 （３） 少数株主の反対理由の把握に向けた取

締役会における対応方針（第１号に規定する

賛成の意思の表示に係る議決権の割合が５

０％を超えない選任議案が存在する場合に

限る。） 

 

２ 前項第３号に掲げる事項を開示した上場会

社は、前項における選任議案が決議された株主

総会の日の翌日から起算して６か月以内に、次

の各号に掲げる事項を開示しなければならな

い。 

 

 （１） 前項第３号の規定により開示した対応

方針の実施状況 

 

 （２） 少数株主から得られた反対理由の概要  

 （３） 追加的な施策の必要性、施策の内容  

  

（適時適切な会社情報の開示の実践） 

第２条の３ （略） 

（適時適切な会社情報の開示の実践） 

第２条の２ （略） 

  

（会社情報の開示に係る審査等） 

第２条の４ （略） 

（会社情報の開示に係る審査等） 

第２条の３ （略） 

  

（会社情報の本所への説明） 

第２条の５ 上場有価証券の発行者は、第２条及

び第２条の３の規定に基づき会社情報の開示

を行う場合は、あらかじめ本所に当該開示に係

（会社情報の本所への説明） 

第２条の４ 上場有価証券の発行者は、第２条及

び第２条の２の規定に基づき会社情報の開示を

行う場合は、あらかじめ本所に当該開示に係る
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る内容を説明するものとする。 内容を説明するものとする。 

  

（開示前における自社のウェブサイト等での会

社情報の取扱い） 

第２条の６ 上場有価証券の発行者は、第２条及

び第２条の３の規定に基づき開示が求められ

る会社情報についてインターネットを利用し

て公衆による閲覧ができる状態に置こうとす

るときは、次条の定めるところにより当該会社

情報が開示された時以後にこれを行うものと

する。ただし、アクセス制御機能（不正アクセ

ス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律

第１２８号）第２条第３項に規定するアクセス

制御機能をいう。）を付加するなど公衆による

当該会社情報の開示前の閲覧を制限するため

の措置を講じる場合は、この限りでない。 

（開示前における自社のウェブサイト等での会社

情報の取扱い） 

第２条の５ 上場有価証券の発行者は、第２条及

び第２条の２の規定に基づき開示が求められる

会社情報についてインターネットを利用して公

衆による閲覧ができる状態に置こうとするとき

は、次条の定めるところにより当該会社情報が

開示された時以後にこれを行うものとする。た

だし、アクセス制御機能（不正アクセス行為の

禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８

号）第２条第３項に規定するアクセス制御機能

をいう。）を付加するなど公衆による当該会社

情報の開示前の閲覧を制限するための措置を講

じる場合は、この限りでない。 

  

（会社情報の開示の方法） 

第２条の７ 第２条及び第２条の３の規定に基

づく会社情報の開示は、ＴＤｎｅｔ（本所の適

時開示情報伝達システムをいう。以下同じ。）を

利用して行うものとする。 

（会社情報の開示の方法） 

第２条の６ 第２条及び第２条の２の規定に基づ

く会社情報の開示は、ＴＤｎｅｔ（本所の適時

開示情報伝達システムをいう。以下同じ。）を

利用して行うものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前各項の規定にかかわらず、第２条から第２

条の３までの規定に基づく会社情報の開示は、

ＴＤｎｅｔの稼動に支障が生じた場合その他

本所が必要があると認める場合には、本所がそ

の都度定める方法により行うものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、第２条及び第２

条の２の規定に基づく会社情報の開示は、ＴＤ

ｎｅｔの稼動に支障が生じた場合その他本所が

必要があると認める場合には、本所がその都度

定める方法により行うものとする。 

６ （略） ６ （略） 

７ 上場会社は、施行令第３０条第１項第２号の

規定に基づく重要事実等又は公開買付け等事

実の本所への通知及び同項第４号の規定に基

づく公開買付け等事実の本所への通知を行う

場合には、第２条から第２条の３までの規定に

基づく会社情報の開示に係る方法により行う

ものとする。 

７ 上場会社は、施行令第３０条第１項第２号の

規定に基づく重要事実等又は公開買付け等事実

の本所への通知及び同項第４号の規定に基づく

公開買付け等事実の本所への通知を行う場合に

は、第１項に規定する会社情報の開示により行

うものとする。 
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８ （略） ８ （略） 

  

（開示内容の変更又は訂正） 

第４条 上場有価証券の発行者は、第２条から第

２条の３まで又は第３条第３項の規定に基づ

き開示した内容について変更又は訂正すべき

事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正

の内容を開示しなければならない。 

（開示内容の変更又は訂正） 

第４条 上場有価証券の発行者は、第２条、第２

条の２又は第３条第３項の規定に基づき開示し

た内容について変更又は訂正すべき事情が生じ

た場合は、直ちに当該変更又は訂正の内容を開

示しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年７月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の第２条の２の規定は、令和８年

１２月１日以後に終了する事業年度に係る

定時株主総会の日から適用する。 

３ 改正後の第２条第１項第２号ｍの２及び

第２条第２項第２号ｊの２の規定は、円滑な

事業再生を図るための事業者の金融機関等

に対する債務の調整の手続等に関する法律

（令和７年法律第６７号）の施行の日から

適用する。 
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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ＭＢＯ等に係る遵守事項） 

第１０条 上場会社は、次の各号に掲げる事項

（当該事項又は第１号若しくは第２号に掲げ

る事項の実施後に予定している一連の行為に

より当該上場会社が発行者である株券等が上

場廃止となる見込みがあるものに限る。）のい

ずれかが行われる場合には、当該各号に掲げる

事項が当該上場会社の一般株主にとって公正

なものであることに関し、本所が別に定めると

ころにより、本所が定める者で構成される特別

委員会による意見を記載した書面の入手を行

うものとする。ただし、当該事項の緊急性が極

めて高いものとして本所が認める場合には、本

所が別に定めるところにより、本所が定める者

による意見を記載した書面の入手を行うこと

で足りるものとする。 

（ＭＢＯ等に係る遵守事項） 

第１０条 上場会社は、次の各号に掲げる事項

（当該事項又は第１号若しくは第２号に掲げる

事項の実施後に予定している一連の行為により

当該上場会社が発行者である株券等が上場廃止

となる見込みがあるものに限る。）のいずれか

が行われる場合には、当該各号に掲げる事項が

当該上場会社の一般株主にとって公正なもので

あることに関し、本所が別に定めるところによ

り、本所が定める者で構成される特別委員会に

よる意見を記載した書面の入手を行うものとす

る。ただし、当該事項の緊急性が極めて高いも

のとして本所が認める場合には、本所が別に定

めるところにより、本所が定める者による意見

を記載した書面の入手を行うことで足りるもの

とする。 

（１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

（３） 適時開示規則第２条第１項第１号ｅ、

ｆの２、ｆの３、ａⅰ又はａｊに掲げる事項

（支配株主、その他の関係会社その他本所が

定める者（当該事項と一連の行為として行わ

れる公開買付け（第１号に掲げる場合を除

く。）によって、新たにこれらの者になった者

を除く。）が関連するものに限る。） 

 （３） 適時開示規則第２条第１項第１号ｅ、

ｆの２、ｆの３、ａⅰ又はａｊに掲げる事項

（支配株主、その他の関係会社その他本所が

定める者（当該事項と一連の行為として行わ

れる公開買付けによって、新たにこれらの者

になった者を除く。）が関連するものに限る。） 

２ （略） ２ （略） 

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行する。 

 

  

 



7 

有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１１．の４ 第６条の５（コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書）関係 

第６条の５に規定する「コーポレート・ガバ

ナンスに関する事項」とは、次の（１）から（７）

までに掲げる事項をいうものとする。 

１１．の４ 第６条の５（コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書）関係 

第６条の５に規定する「コーポレート・ガバ

ナンスに関する事項」とは、次の（１）から（７）

までに掲げる事項をいうものとする。 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

 （６） 独立役員（企業行動規範に関する規則

第５条の２に規定する独立役員をいう。以下

同じ。）の確保の状況（独立役員として指定す

る者が、次のａからｊまでのいずれかに該当

する場合は、その旨及びその概要を含む。） 

 （６） 独立役員（企業行動規範に関する規則

第５条の２に規定する独立役員をいう。以下

同じ。）の確保の状況（独立役員として指定す

る者が、次のａからｊまでのいずれかに該当

する場合は、その旨及びその概要を含む。） 

  ａ （略）   ａ （略） 

  ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執行者

であった者、業務執行者でない取締役で

あった者、監査役であった者又は会計参

与であった者 

  ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執行者

であった者（業務執行者でない取締役であ

った者を含み、社外監査役を独立役員とし

て指定する場合にあっては、監査役であっ

た者を含む。） 

  ｃ～ｅ （略）   ｃ～ｅ （略） 

  ｆ 過去に当該会社の主要株主の業務執

行者であった者又は当該会社が主要株

主である先の業務執行者であった者 

  ｆ 当該会社の主要株主（法第１６３条第１

項に規定する主要株主をいい、当該主要株

主が法人である場合には、当該法人の業務

執行者等（業務執行者又は過去に業務執行

者であった者をいう。）をいう。以下同じ。） 

  ｇ・ｈ （略）   ｇ・ｈ （略） 

  ⅰ 当該会社の株式を政策保有株式として

保有している先の出身者又は当該会社が

株式を政策保有株式として保有している

先の出身者 

  （新設） 

  ｊ （略）   ⅰ （略） 

  ｋ （略）   ｊ （略） 

 （７） （略）  （７） （略） 

  

付  則  
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この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行し、同年８年１２月１日以後に新規上場

申請を行う者から適用する。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

２. 第４条（上場審査基準）第１項関係 ２. 第４条（上場審査基準）第１項関係 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

 （６） 利益の額  （６） 利益の額 

  ａ 第６号に規定する「利益の額」とは、連

結損益計算書等（比較情報を除く。以下同

じ。）（連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、又は連結損益及び包括利益計算書を

いう。以下同じ。）に基づいて算定される利

益の額（連結財務諸表規則第６１条により

記載される「経常利益金額」又は「経常損

失金額」に同規則第６５条第４項により記

載される金額を加減した金額をいう。以下

同じ。）をいうものとする。ただし、新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合又は同規則第３１４条若しくは同規

則第３１６条の規定の適用を受ける場合

は、連結損益計算書等に基づいて算定され

る利益の額に相当する額をいうものとす

る。 

  ａ 第６号に規定する「利益の額」とは、連

結損益計算書等（比較情報を除く。以下同

じ。）（連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、又は連結損益及び包括利益計算書を

いう。以下同じ。）に基づいて算定される利

益の額（連結財務諸表規則第６１条により

記載される「経常利益金額」又は「経常損

失金額」に同規則第６５条第３項により記

載される金額を加減した金額をいう。以下

同じ。）をいうものとする。ただし、新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合又は同規則第３１４条若しくは同規

則第３１６条の規定の適用を受ける場合

は、連結損益計算書等に基づいて算定され

る利益の額に相当する額をいうものとす

る。 

  ｂ～ｇ （略）   ｂ～ｇ （略） 

 （７）～（１１） （略）  （７）～（１１） （略） 

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行する。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１． 第２条（会社情報の開示）第１項関係 １． 第２条（会社情報の開示）第１項関係 

 （１） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

 （１） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

  ａ～ｊ （略）   ａ～ｊ （略） 

ｋ 削除   ｋ 第１号ａｂに掲げる事項 

上場会社の希望する調停条項において

調停の対象となる金銭債務の総額が、直前

連結会計年度の末日における連結会社の

債務の総額の１００分の１０に相当する

額未満であること。 

  ｌ～ｎ （略）   ｌ～ｎ （略） 

 （１）の２ （略）  （１）の２ （略） 

 （２） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第２号に掲げる事実に係るものは、

次のａからｋまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｋまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

 （２） 第１項に規定する本所が定める基準の

うち同項第２号に掲げる事実に係るものは、

次のａからｋまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｋまでに定めることとする。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社については、連結経常

利益に係る基準は適用しない。 

  ａ～ｇ （略）   ａ～ｇ （略） 

  ｇの２ 第２号ｍの２に掲げる事実 

    権利変更議案の決議の対象となる金銭

債務の総額が、直前連結会計年度の末日に

おける連結会社の債務の総額の１００分

の１０に相当する額未満であること。 

  （新設） 

  ｈ～ｋ （略）   ｈ～ｋ （略） 

 （２）～（５） （略）  （２）～（５） （略） 

  

２． 第２条（会社情報の開示）第２項関係 ２． 第２条（会社情報の開示）第２項関係 

 （１） 第２項に規定する本所が定める基準の  （１） 第２項に規定する本所が定める基準の
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うち同項第１号に掲げる事項に係るもの

は、次のａからｏまでに掲げる区分に応じ

当該ａからｏまでに定めることとする。 

うち同項第１号に掲げる事項に係るものは、

次のａからｏまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｏまでに定めることとする。 

  ａ～ｌ （略）   ａ～ｌ （略） 

ｍ 削除   ｍ 第１号ｑに掲げる事項 

当該子会社の希望する調停条項におい

て調停の対象となる金銭債務の総額が、直

前連結会計年度の末日における連結会社

の債務の総額の１００分の１０に相当す

る額未満であること。 

  ｎ・ｏ （略）   ｎ・ｏ （略） 

（２） 第２項に規定する本所が定める基準の

うち同項第２号に掲げる事実に係るものは、

次のａからｊまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｊまでに定めることとする。 

（２） 第２項に規定する本所が定める基準の

うち同項第２号に掲げる事実に係るものは、

次のａからｊまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｊまでに定めることとする。 

  ａ～ｇ （略）  ａ～ｇ （略） 

  ｇの２ 第２号ｊの２に掲げる事実 

権利変更議案の決議の対象となる金銭

債務の総額が、直前連結会計年度の末日に

おける連結会社の債務の総額の１００分

の１０に相当する額未満であること。 

 （新設） 

  ｈ～ｊ （略）   ｈ～ｊ （略） 

  

（削る） ３． 削 除 

  

３． 第２条の２（少数株主の賛成割合等の開示

の取扱い）関係 

（１） 第１項本文に規定する４０％以上の議

決権を保有する者として本所が定める株主

とは、次のａからｃまでに定める者をいう。 

  ａ 親会社 

  ｂ その他の関係会社（上場会社の議決

権の４０％以上を保有する場合に限

る。） 

ｃ 自己の計算において所有している議

決権と次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる者

（新設） 
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が所有している議決権とを合わせて、上

場会社の議決権の４０％以上を占めて

いる主要株主（ａ及び前ｂに掲げる者を

除く。） 

  （ａ） 当該主要株主の近親者 

  （ｂ） 当該主要株主及び前（ａ）に掲

げる者が議決権の過半数を自己の計

算において所有している会社等及び

当該会社等の子会社 

  

（２） 第１項第１号に規定する本所が定め

る株主とは、上場会社の株主のうち前（１）

に掲げる者（前（１）ｃにあっては、同（１）

ｃの（ａ）及び（ｂ）に掲げる者を含む。）

を除いた株主をいう。 

  

  

４．の３ 第４条の５（コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

４．の３ 第４条の５（コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

 （１） 第１項に規定する「本所が定めるコー

ポレート・ガバナンスに関する事項」とは、

次のａからｇまでに掲げる事項をいう。 

 （１） 第１項に規定する「本所が定めるコー

ポレート・ガバナンスに関する事項」とは、

次のａからｇまでに掲げる事項をいう。 

ａ～ｅ （略）   ａ～ｅ （略） 

  ｆ 独立役員の確保の状況（独立役員として

指定する者が、次の（ａ）から（ｋ）まで

のいずれかに該当する場合は、その旨及び

その概要を含む。） 

  ｆ 独立役員の確保の状況（独立役員として

指定する者が、次の（ａ）から（ｊ）まで

のいずれかに該当する場合は、その旨及び

その概要を含む。） 

（ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者、業務執行者でない取締

役であった者、監査役であった者又は会

計参与であった者 

   （ｂ） 過去に当該会社の親会社の業務執

行者であった者（業務執行者でない取締

役であった者を含み、社外監査役を独立

役員として指定する場合にあっては、監

査役であった者を含む。） 

   （ｃ）～（ｅ） （略）    （ｃ）～（ｅ） （略） 

   （ｆ） 過去に当該会社の主要株主の業

務執行者であった者又は当該会社が

主要株主である先の業務執行者であ

   （ｆ） 当該会社の主要株主（当該主要株

主が法人である場合には、当該法人の業

務執行者等（業務執行者又は過去に業務
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った者  執行者であった者をいう。）をいう。） 

   （ｇ）・（ｈ） （略）    （ｇ）・（ｈ） （略） 

   （ⅰ） 当該会社の株式を政策保有株式と

して保有している先の出身者又は当該

会社が株式を政策保有株式として保有

している先の出身者 

   （新設） 

   （ｊ） （略）    （ⅰ） （略） 

   （ｋ） （略）    （ｊ） （略） 

  

５． 第５条（決定事項等に係る通知及び書類の

提出）関係 

５． 第５条（決定事項等に係る通知及び書類の

提出）関係 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決

議又は決定を行った場合に、当該ａから

ｎまでに定めるところにより行うもの

とする。 

 （３） 第１項に規定する書類の提出は、次の

ａからｎまでに掲げる事項について決議又

は決定を行った場合に、当該ａからｎまでに

定めるところにより行うものとする。 

  ａ～ｅの３ （略）   ａ～ｅの３ （略） 

  ｅの４ 第２条第１項第１号ｔに掲げる事

項 

  ｅの４ 第２条第１項第１号ｔに掲げる事

項 

当該上場会社が発行者である株券等の

公開買付けにより当該株券等が上場廃止

となる見込みがある場合又は公開買付者

が当該上場会社の役員、当該上場会社の役

員の依頼に基づき公開買付けを行う者で

あって当該上場会社の役員と利益を共通

にする者、当該上場会社の支配株主若しく

は企業行動規範に関する規則の取扱い３．

の２（３）ａからｄまでに掲げる者である

場合は、当事会社以外の者であって、企業

価値又は株価の評価に係る専門的知識及

び経験を有するものが、買付け等の価格に

関する見解を記載した書面  

作成後直ちに 

当該上場会社が発行者である株券等の

公開買付けにより当該株券等が上場廃止

となる見込みがある場合又は公開買付者

が当該上場会社の役員、当該上場会社の役

員の依頼に基づき公開買付けを行う者で

あって当該上場会社の役員と利益を共通

にする者、当該上場会社の支配株主若しく

は企業行動規範に関する規則の取扱い３．

の２（３）ａからｆまでに掲げる者である

場合は、当事会社以外の者であって、企業

価値又は株価の評価に係る専門的知識及

び経験を有するものが、買付け等の価格に

関する見解を記載した書面  

作成後直ちに 

  ｆ～ｎ （略）   ｆ～ｎ （略） 

 （４）～（７） （略）  （４）～（７） （略） 
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付  則  

１ この改正規定は、令和８年７月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の３．の規定は、令和８年１２月１

日以後に終了する事業年度に係る定時株主

総会の日から適用する。 

３ 改正後の４．の３（１）ｆの規定は、令和

８年１２月１日以後に終了する事業年度に

係る定時株主総会の日の翌日から適用す

る。 

４ 改正後の１．（２）ｇの２及び２．（２）

ｇの２の規定は、円滑な事業再生を図るた

めの事業者の金融機関等に対する債務の調

整の手続等に関する法律（令和７年法律第

６７号）の施行の日から施行する。 

５ 改正後の別添の規定は、令和８年４月１

日以後に開始する事業年度又は連結会計年

度の最初の四半期会計期間又は四半期連結

会計期間から適用し、同日より前に開始す

る事業年度又は連結会計年度の四半期累計

期間又は四半期連結累計期間については、

なお従前の例による。 

 

 

 

  

別添 四半期財務諸表等の作成基準 別添 四半期財務諸表等の作成基準  

（四半期財務諸表等の作成） 

第４条 上場会社は、次に掲げる事項に従い、

四半期財務諸表等及び注記を作成するもの

とする。 

（四半期財務諸表等の作成） 

第４条 上場会社は、次に掲げる事項に従い、

四半期財務諸表等及び注記を作成するもの

とする。  

（１） 企業会計基準委員会が定める企業会計

基準第３７号「期中財務諸表に関する会計基

準」（以下「企業会計基準第３７号」という。）

に準拠するものとする。 

（１） 企業会計基準委員会が定める企業会計

基準第１２号「四半期財務諸表に関する会計

基準」（以下「企業会計基準第１２号」とい

う。）に準拠するものとする。 

 （２） 財務諸表等規則第１４９条の規定及び

財務諸表等規則ガイドライン１４９の取扱

 （２） 財務諸表等規則第１４９条の規定及び

財務諸表等規則ガイドライン１４９の取扱
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い（連結財務諸表規則第１２０条及び連結財

務諸表規則ガイドライン１２０において準

用する場合を含む。）は、四半期財務諸表等に

おける継続企業の前提に関する注記につい

て準用する。この場合において、財務諸表等

規則第１４９条の規定及び財務諸表等規則

ガイドライン１４９の取扱いについては、次

の表のとおり読み替えるものとする。 

い（連結財務諸表規則第１２０条及び連結財

務諸表規則ガイドライン１２０において準

用する場合を含む。）は、四半期財務諸表等に

おける継続企業の前提に関する注記につい

て準用する。この場合において、財務諸表等

規則第１４９条の規定及び財務諸表等規則

ガイドライン１４９の取扱いについては、次

の表のとおり読み替えるものとする。 

読み替える

規定等 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

（略） 

財務諸表等

規則ガイド

ライン１４

９－６ 

（略） 

規則第１３

７条に規定

する重要な

後発事象 

企業会計基

準第３７号

第２４項（１

７）に規定す

る重要な後

発事象 
 

読み替える

規定等 

読み替えら

れる字句 

読み替える

字句 

（略） 

財務諸表等

規則ガイド

ライン１４

９－６ 

（略） 

規則第１３

７条に規定

する重要な

後発事象 

企業会計基

準第１２号

第１９項（１

９）又は第２

５項（１８）

に規定する

重要な後発

事象 
 

 （３）・（４） （略）  （３）・（４） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、上場会社は、次に

掲げる事項以外の事項については、記載を省略

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、上場会社は、次に

掲げる事項以外の事項については、記載を省略

することができる。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 企業会計基準第３７号第２４項（１）、

（２）、（３）又は同第３２項（１）に基づく

会計方針の変更に関する注記 

 （３） 企業会計基準第１２号第１９項（２）、

（２－２）、（３）若しくは（３－２）又は第

２５項（１）、（１－２）、（２）若しくは（２

－２）に基づく会計方針の変更に関する注記 

 （４） 企業会計基準第３７号第２４項（４）

又は（５）に基づく会計上の見積りの変更に

関する注記 

 （４） 企業会計基準第１２号第１９項（４）

若しくは（４－２）又は第２５項（３）若し

くは（３－２）に基づく会計上の見積りの変

更に関する注記 

（５） 企業会計基準第３７号第２４項（６）

に基づく期中特有の会計処理に関する注記 

（５） 企業会計基準第１２号第１９項（６）

又は第２５項（５）に基づく四半期特有の会
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計処理に関する注記 

（６） 企業会計基準第３７号第２４項（７）

及び同第３２項（２）に基づくセグメント情

報等の注記 

 （６） 企業会計基準第１２号第１９項（７）

又は第２５項（５－２）に基づくセグメント

情報等の注記 

 （７） 企業会計基準第３７号第２４項（１１）

に基づく株主資本の金額に著しい変動があ

った場合の注記 

 （７） 企業会計基準第１２号第１９項（１３）

又は第２５項（１１）に基づく株主資本の金

額に著しい変動があった場合の注記 

（８） 企業会計基準第３７号第２４項（１２）

に基づく継続企業の前提に関する注記 

 （８） 企業会計基準第１２号第１９項（１４）

又は第２５項（１２）に基づく継続企業の前

提に関する注記 

（９） 企業会計基準第３７号第２４項（２０）

に基づく修正再表示に関する注記 

 （９） 企業会計基準第１２号第１９項（２０

－２）又は第２５項（１９－２）に基づくキ

ャッシュ・フロー計算書に関する注記（ただ

し、四半期連結キャッシュ・フロー計算書又

は四半期キャッシュ・フロー計算書の開示を

省略する場合に限る） 

（１０） 企業会計基準第３７号第３３項に基

づくキャッシュ・フロー計算書に関する注記

（ただし、四半期連結キャッシュ・フロー計

算書又は四半期キャッシュ・フロー計算書の

開示を省略する場合に限る） 

 （１０） 企業会計基準第１２号第１９項（２

２）又は第２５項（２１）に基づく修正再表

示に関する注記 
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企業行動規範に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

６．第１９条（公表措置等）関係 ６．第１９条（公表措置等）関係 

 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 上場会社が第２章の規定に違反した場

合における第１９条第１項第２号の規定に

基づく公表の要否の判断は、次のａからⅰま

でに掲げる区分に従い、当該ａからⅰまでに

掲げる事項のほかに、違反の内容、当該違反

が行われた経緯、原因及びその情状並びに当

該違反に対して本所が行う処分その他の措

置の実施状況その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

 （２） 上場会社が第２章の規定に違反した場

合における第１９条第１項第２号の規定に

基づく公表の要否の判断は、次のａからⅰま

でに掲げる区分に従い、当該ａからⅰまでに

掲げる事項のほかに、違反の内容、当該違反

が行われた経緯、原因及びその情状並びに当

該違反に対して本所が行う処分その他の措

置の実施状況その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

  ａ～ｃ （略）   ａ～ｃ （略） 

  ｄ 第５条の２の規定   ｄ 第５条の２の規定 

３．の規定に基づき上場会社が独立役員

として届け出る者が、次の（ａ）から（ｅ）

までのいずれかに該当している場合にお

けるその状況 

３．の規定に基づき上場会社が独立役員

として届け出る者が、次の（ａ）から（ｄ）

までのいずれかに該当している場合にお

けるその状況 

   （ａ）・（ｂ） （略）    （ａ）・（ｂ） （略） 

   （ｃ） 当該会社の主要株主若しくはその

業務執行者又は当該会社が主要株主で

ある先の業務執行者 

   （新設） 

（ｄ） 最近において（ａ）から前（ｃ）

までに該当していた者 

   （ｃ） 最近において（ａ）又は前（ｂ）

に該当していた者 

（ｄ）の２ その就任の前１０年以内のい

ずれかの時において次のイ又はロに該

当していた者 

   （ｃ）の２ その就任の前１０年以内のい

ずれかの時において次のイ又はロに該

当していた者 

    イ 当該会社の親会社の業務執行者、業

務執行者でない取締役、監査役又は会

計参与 

    イ 当該会社の親会社の業務執行者（業

務執行者でない取締役を含み、社外監

査役を独立役員として指定する場合

にあっては、監査役を含む。） 

    ロ （略）     ロ （略） 

   （ｅ） 次のイからへまでのいずれかに掲

げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

（ｄ） 次のイからへまでのいずれかに掲

げる者（重要でない者を除く。）の近親者 
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    イ （ａ）から前（ｄ）の２までに掲げ

る者 

    イ （ａ）から前（ｃ）の２までに掲げ

る者 

    ロ・ハ （略）     ロ・ハ （略） 

    ニ 当該会社の親会社の業務執行者、業

務執行者でない取締役、監査役又は

会計参与 

    ニ 当該会社の親会社の業務執行者（業

務執行者でない取締役を含み、社外監

査役を独立役員として指定する場合

にあっては、監査役を含む。） 

    ホ・へ （略）     ホ・へ （略） 

  ｄの２～ⅰ （略）   ｄの２～ⅰ （略） 

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行し、同年８年１２月１日以後に終了する

事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から

適用する。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１． 第２条（上場廃止基準）第１項関係 １． 第２条（上場廃止基準）第１項関係 

 （１）～（４） （略）  （１）～（４） （略） 

 （５） 債務超過  （５） 債務超過 

  ａ～ｃ （略）   ａ～ｃ （略） 

  ｄ 第５号本文に規定する「本所が定める場

合」とは、次の（ａ）又は（ｂ）に定める

場合をいう。 

  ｄ 第５号本文に規定する「本所が定める場

合」とは、次の（ａ）又は（ｂ）に定める

場合をいう。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産業競争力強化法（平成

２５年法律第９８号。以下「産競法」と

いう。）第２条第２２項に規定する特定

認証紛争解決手続に基づく事業再生（当

該手続が実施された場合における産競

法第４８条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）、

円滑な事業再生を図るための事業者

の金融機関等に対する債務の調整の

手続等に関する法律（令和７年法律第

６７号。以下「早期事業再生法」とい

う。）に基づく権利の変更又は私的整

理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基

づく整理を行うことにより、債務超過の

状態でなくなることを計画している場

合（本所が適当と認める場合に限る。） 

   （ｂ） 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産業競争力強化法（平成

２５年法律第９８号。以下「産競法」と

いう。）第２条第２１項に規定する特定

認証紛争解決手続に基づく事業再生（当

該手続が実施された場合における産競

法第４８条に規定する特例の適用を受

ける特定調停手続による場合も含む。）

又は私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理を行うことにより、

債務超過の状態でなくなることを計画

している場合（本所が適当と認める場合

に限る。） 

ｅ 第５号ただし書に規定する「本所が定め

る場合」とは、次の（ａ）又は（ｂ）に定

める場合をいう。 

ｅ 第５号ただし書に規定する「本所が定め

る場合」とは、次の（ａ）又は（ｂ）に定

める場合をいう。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２２項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づ

   （ｂ） 法律の規定に基づく再生手続若し

くは更生手続、産競法第２条第２１項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づ
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く事業再生（当該手続が実施された場合

における産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。）、早期事業再生法に基づ

く権利の変更又は私的整理に関するガ

イドライン研究会による「私的整理に関

するガイドライン」に基づく整理を行う

ことにより、債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（本所が適当と

認める場合に限る。） 

く事業再生（当該手続が実施された場合

における産競法第４８条に規定する特

例の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。）又は私的整理に関するガ

イドライン研究会による「私的整理に関

するガイドライン」に基づく整理を行う

ことにより、債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（本所が適当と

認める場合に限る。） 

ｆ ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に規定する

「本所が適当と認める場合」に適合するか

どうかの審査は、ｄの（ｂ）については第

５号本文に規定する債務超過の状態とな

った事業年度の末日から起算して３か月

以内、前ｅの（ｂ）については猶予期間の

最終日から起算して３か月以内に、再建計

画（ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に定める

債務超過の状態でなくなるための経営計

画を含む。）を公表している上場会社を対

象とし、上場会社が提出する当該再建計画

並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書類

に基づき行うものとする。 

ｆ ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に規定する

「本所が適当と認める場合」に適合するか

どうかの審査は、ｄの（ｂ）については第

５号本文に規定する債務超過の状態とな

った事業年度の末日から起算して３か月

以内、前ｅの（ｂ）については猶予期間の

最終日から起算して３か月以内に、再建計

画（ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に定める

債務超過の状態でなくなるための経営計

画を含む。）を公表している上場会社を対

象とし、上場会社が提出する当該再建計画

並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書類

に基づき行うものとする。 

   （ａ） 次のイからニまでの区分に従い、

当該イからニまでに規定する書面 

   （ａ） 次のイからハまでの区分に従い、

当該イからハまでに規定する書面 

イ （略）     イ （略） 

ロ 産競法第２条第２２項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合を含む。） 

    ロ 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合を含む。） 

ハ 早期事業再生法に基づく権利の

変更を行う場合 

当該再建計画が、当該手続にした 

がって成立したものであることを

    （新設） 
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証する書面（裁判所による認可の決

定を要する場合、当該認可を得てい

るものであることを証する書面を

含む。）  

    ニ （略）     ハ （略） 

   （ｂ） （略）    （ｂ） （略） 

（５）の２～（９）の２ （略）  （５）の２～（９）の２ （略） 

 （１０） 有価証券報告書又は半期報告書の提

出遅延 

第１０号に規定する取扱いで定める場合

とは、次のａ又はｂに掲げる場合をいい、第

１０号に規定する取扱いで定める期間とは、

次のａ又はｂに掲げる場合の区分に従い、当

該ａ又はｂに定める期間をいう。 

 （１０） 有価証券報告書又は半期報告書の提

出遅延 

第１０号に規定する取扱いで定める場合とは、

次のａ又はｂに掲げる場合をいい、第１０

号に規定する取扱いで定める期間とは、次

のａ又はｂに掲げる場合の区分に従い、当

該ａ又はｂに定める期間をいう。 

  ａ 開示府令第１５条の２第３項又は第１

８条の２第４項に規定する承認を得た場

合 

  ａ 開示府令第１５条の２第３項又は第１

７条の１５の２第４項に規定する承認を得

た場合 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （１１）～（１９） （略）  （１１）～（１９） （略） 

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年７月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の１．（５）のｄ、ｅ及びｆの規定

は、令和８年７月１０日から施行し、早期事

業再生法の施行の日から適用する。 
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株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援をする会社が発行する株券に関する 

有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（株券上場廃止基準の特例）関係 １．第２条（株券上場廃止基準の特例）関係 

 （１） 株券上場廃止基準の取扱い１.（５）の

規定は、第２条の適用を受ける上場会社が

発行する株券について準用する。この場合

において、同取扱い１．（５）ｄからｆの規

定の適用については、次のとおりとする。 

 （１） 株券上場廃止基準の取扱い１.（５）の

規定は、第２条の適用を受ける上場会社が発

行する株券について準用する。この場合にお

いて、同取扱い１．（５）ｄからｆの規定の適

用については、次のとおりとする。 

  ｄ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号本文

に規定する「本所が定める場合」とは、次

の（ａ）又は（ｂ）に定める場合をいう。 

  ｄ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号本文

に規定する「本所が定める場合」とは、次

の（ａ）又は（ｂ）に定める場合をいう。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 次のイからホまでのいずれかに掲

げる事項を行うことにより、債務超過の

状態でなくなることを計画している場

合（本所が適当と認める場合に限る。） 

   （ｂ） 次のイからニまでのいずれかに掲

げる事項を行うことにより、債務超過の

状態でなくなることを計画している場

合（本所が適当と認める場合に限る。） 

    イ （略）     イ （略） 

    ロ 産競法第２条第２２項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。） 

    ロ 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。） 

    ハ 円滑な事業再生を図るための事業

者の金融機関等に対する債務の調整

の手続等に関する法律（令和７年法律

第６７号。以下「早期事業再生法」と

いう。）に基づく権利の変更 

    （新設）  

    ニ （略）     ハ （略） 

    ホ （略）     ニ （略） 

  ｅ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号ただ

し書に規定する本所が定める場合とは、次

  ｅ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号ただ

し書に規定する本所が定める場合とは、次
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の（ａ）又は（ｂ）に定める場合をいう。 の（ａ）又は（ｂ）に定める場合をいう。 

   （ａ） （略）    （ａ） （略） 

   （ｂ） 次のイからニまでのいずれかに掲

げる事項を行うことにより、債務超過の

状態でなくなることを計画している場

合（本所が適当と認める場合に限る。） 

   （ｂ） 次のイからニまでのいずれかに掲

げる事項を行うことにより、債務超過の

状態でなくなることを計画している場

合（本所が適当と認める場合に限る。） 

    イ （略）     イ （略） 

    ロ 産競法第２条第２２項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。） 

    ロ 産競法第２条第２１項に規定する

特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第４８条に規定する特例

の適用を受ける特定調停手続による

場合も含む。） 

    ハ 早期事業再生法に基づく権利の変

更 

    （新設） 

    ニ （略）     ハ （略） 

    ホ （略）     ニ （略） 

  ｆ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号本文

又はｄの（ｂ）若しくは前ｅの（ｂ）に規

定する「本所が適当と認める場合」に適合

するかどうかの審査は、次の（ａ）及び（ｂ）

に定めるところによる。 

  ｆ 第２条において読み替えて適用する株

券上場廃止基準第２条第１項第５号本文

又はｄの（ｂ）若しくは前ｅの（ｂ）に規

定する「本所が適当と認める場合」に適合

するかどうかの審査は、次の（ａ）及び（ｂ）

に定めるところによる。 

   （ａ） 次の（ｂ）の規定は、第２条にお

いて読み替えて適用する株券上場廃止

基準第２条第１項第５号本文に規定す

る「本所が適当と認める場合」に適合す

るかどうかの審査の場合に準用する。こ

の場合において、「ｄの（ｂ）又は前ｅの

（ｂ）」とあるのは「第２条において読み

替えて適用する株券上場廃止基準第２

条第１項第５号本文」と、「ｄの（ｂ）に

おいては第２条において読み替えて適

用する株券上場廃止基準第２条第１項

第５号本文に規定する債務超過の状態

となった事業年度の末日から起算して

   （ａ） 次の（ｂ）の規定は、第２条にお

いて読み替えて適用する株券上場廃止

基準第２条第１項第５号本文に規定す

る「本所が適当と認める場合」に適合す

るかどうかの審査の場合に準用する。こ

の場合において、「ｄの（ｂ）又は前ｅの

（ｂ）」とあるのは「第２条において読み

替えて適用する株券上場廃止基準第２

条第１項第５号本文」と、「ｄの（ｂ）に

おいては第２条において読み替えて適

用する株券上場廃止基準第２条第１項

第５号本文に規定する債務超過の状態

となった事業年度の末日から起算して
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３か月以内、前ｅの（ｂ）については猶

予期間の最終日から起算して３か月以

内に」とあるのは「猶予期間の最終日か

ら起算して３か月以内に」と、「買取決定

等があったことを証する書面」とあるの

は「再生支援決定があったことを証する

書面」と読み替えるものとし、イの（イ）

から（ニ）までの規定は適用しない。 

３か月以内、前ｅの（ｂ）については猶

予期間の最終日から起算して３か月以

内に」とあるのは「猶予期間の最終日か

ら起算して３か月以内に」と、「買取決定

等があったことを証する書面」とあるの

は「再生支援決定があったことを証する

書面」と読み替えるものとし、イの（イ）

から（ハ）までの規定は適用しない。 

   （ｂ） ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に規

定する「本所が適当と認める場合」に適

合するかどうかの審査は、ｄの（ｂ）に

ついては第２条において読み替えて適

用する株券上場廃止基準第２条第１項

第５号本文に規定する債務超過の状態

となった事業年度の末日から起算して

３か月以内、前ｅの（ｂ）については猶

予期間の最終日から起算して３か月以

内に、再建計画（ｄの（ｂ）又は前ｅの

（ｂ）に規定する債務超過の状態でなく

なるための経営計画を含む。）を公表し

ている上場会社を対象とし、上場会社が

提出する当該再建計画並びに次のイ及

びロに定める書類に基づき行うものと

する。 

   （ｂ） ｄの（ｂ）又は前ｅの（ｂ）に規

定する「本所が適当と認める場合」に適

合するかどうかの審査は、ｄの（ｂ）に

ついては第２条において読み替えて適

用する株券上場廃止基準第２条第１項

第５号本文に規定する債務超過の状態

となった事業年度の末日から起算して

３か月以内、前号ｅの（ｂ）については

猶予期間の最終日から起算して３か月

以内に、再建計画（ｄの（ｂ）又は前ｅ

の（ｂ）に規定する債務超過の状態でな

くなるための経営計画を含む。）を公表

している上場会社を対象とし、上場会社

が提出する当該再建計画並びに次のイ

及びロに定める書類に基づき行うもの

とする。 

    イ 次の（イ）から（ホ）までの区分に

従い、当該（イ）から（ホ）までに規

定する書面 

    イ 次の（イ）から（ニ）までの区分に

従い、当該（イ）から（ニ）までに規

定する書面 

     （イ） （略）      （イ） （略） 

     （ロ） 産競法第２条第２２項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づ

く事業再生（当該手続が実施された

場合における産競法第４８条に規

定する特例の適用を受ける特定調

停手続による場合も含む。）を行う

場合 

     （ロ） 産競法第２条第２１項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づ

く事業再生（当該手続が実施された

場合における産競法第４８条に規

定する特例の適用を受ける特定調

停手続による場合も含む。）を行う

場合 

     （ハ） 早期事業再生法に基づく権      （新設） 
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利の変更を行う場合 

       当該再建計画が、当該手続にした

がって成立したものであることを

証する書面（裁判所による認可の決

定を要する場合、当該認可を得てい

るものであることを証する書面を

含む。） 

     （ニ） （略）      （ハ） （略） 

（ホ） （略）      （ニ） （略） 

ロ （略）     ロ （略） 

 （２） （略）  （２） （略） 

  

付  則  

 この改正規定は、令和８年７月１０日から

施行し、早期事業再生法の施行の日から適用

する。 
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